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吸入性粉塵における「吸入性」の定義の
変更について

定義の再検討の必要性

本学会が許容濃度を勧告している物質の中で，「吸入

性」という接頭語を使用しているのは，「吸入性粉塵」

と「吸入性結晶質シリカ」である1）．いずれも吸入性と

いう語を使用しているが，その定義は異なっている．吸

入性粉塵の場合は，式1の分粒特性を有する分粒装置を

透過した粒子のことであり，図1に示すように，空気動

力学的粒子径が5 µmの粒子の場合，その50％を透過す

るように設計されたサンプラー（5 µm50％カット）を

使用して測定する．

一方，吸入性結晶質シリカの場合は，式2の捕集率で

捕集された粒子のことであり，図1に示すように，空気

動力学的粒子径が4 µmの粒子の場合，その50％を透過

するように設計されたサンプラー（4 µm50％カット）

を使用して測定する．このような違いは，2006年の吸

入性結晶質シリカの許容濃度改定時に，吸入性の定義と

し て International Organization for Standardization

（ISO）2）のものを採用したためである3）．同じ語が別の

定義を持つことは望ましくないと考えられ，再検討が必

要である．

ISOによる規格化までの経緯

British Medical Research Council（BMRC）は，1952

年に，じん肺予防のために，肺胞領域まで到達する粉塵

を抑制する必要があるとして，そのような粉塵を吸入性

粉塵と定義し，式 1の分粒特性（5 µm50％カット）を

有する分粒装置を透過する粉塵と定めた4）．1959年に

は，ヨハネスブルグ国際じん肺会議において，同一の定

義が採用された4）．

一方，U.S. Atomic Energy Commission（AEC）は，

1961年に，肺の繊毛のない領域まで到達する粉塵を吸

入性粒子と定義し，空気動力学的粒子径が2.0，2.5，3.5，

5.0および 10 µmの粒子のそれぞれ 100，75，50，25お

よび 0％がそれに相当すると定めた 4）．1968年に，

American Conference of Governmental Industrial

Hygienists（ACGIH）は，この基準をサイクロン式の

分粒装置の特性に合わせて，2.0 µmの粒子については

90％に変更して採用し，さらに，1987年に，より明確

にするために式3の分粒特性を有する分粒装置を透過す

る粒子（3.5 µm50％カット）とした4）．

1989年に，ACGIHの Committee on Air Sampling

Proceduresの委員長 Soderholm5）が，国際的統一を目

指して新しい定義として式2（4 µm50％カット）を提案

し，1993年にACGIHおよびEuropean Committee for

Standardization（CEN）がこの式を採用し 4，6），1995

年にはISOが規格化した2）．

なお，いずれの定義も吸気時に肺胞領域まで到達する

粉塵をターゲットにしているが，粒径の小さな粒子は呼

出時に再排出されるので，1 µm前後の粒子の場合，実

際に肺胞領域に沈着する粉塵量は吸入性と定義された粒
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図 1. 本学会における吸入性粉塵と吸入性結晶質シリカ
の定義の比較．



子の1/5～ 1/10である（図 2）5）．しかし，肺胞まで到

達する粉塵量は沈着する粉塵量と相関があるので，吸入

性粉塵濃度は沈着粉塵量の指標になりえる．このような

考え方にたって，吸入性粉塵が定義されている4）．

本学会による ISO規格の採用の妥当性

本学会の吸入性粉塵と吸入性結晶質シリカの許容濃度

はいずれもじん肺を予防するために制定されているもの

であるから，吸入性の定義としては，じん肺の発症と関

連性が強い方が適切である．Soderholm5）の検討では，

粒径別にみた肺胞領域への沈着率は ISOの式に幾分近

いが（図2），大きな違いはなく，2つの定義のどちらが

適切という明確な根拠があるとは言い難い．ただし，産

業現場における粉塵曝露状況や疫学調査結果などの国際

比較を考慮するならば，ISOの定義に統一したほうがよ

いと考えられる．つまり，吸入性粉塵における吸入性の

定義（5 µm50％カット）を，吸入性結晶質シリカにお

ける吸入性の定義（4 µm50％カット）に合わせるとい

うことである．ただし，5 µm50％カットを 4 µm50％

カットに変更すると，曝露状況が同一であっても，吸入

性粉塵としての曝露濃度は低下すると考えられるので，

許容濃度も見直しが必要かもしれない．したがって，そ

の定義の変更が曝露濃度にどの程度影響するかを以下に

検討する．

分粒装置の分粒特性

ISOの分粒特性に準拠した分粒装置として市販されて

いるのが仮想慣性衝突式のものである7）．米国で以前か

ら使用されてきたサイクロン式の分粒装置はもともと

ACGIHの旧分粒特性（3.5 µm50％カット）を満たすよ

うに設計されていたものであるが，ACGIHが現行の分

粒特性（4 µm50％カット）を採用した時に再評価を行っ

た結果，そのままで基準を満たしていると判断された4）．

これらの分粒装置の実際の粉塵を用いた分粒特性の確認

試験結果8）を図3に示す．

一方，日本でよく使用されている分粒装置は多段平行

板式と慣性衝突式である．多段平行板式は定置用であり，

以前は5 µm50％カット用として市販されていたものが，

吸引流量を変更することによって4 µm50％カット用と

して市販されている．この分粒装置の理論的な分粒特性

は式1のD
0
を5.66（µm）に変更したものである．実際

の粉塵を用いた分粒特性試験では，理論にほぼ一致する

という報告（図4）9）と，粒子径が大きい領域において

理論値よりも透過率が大きくなり，結果として ISOの

分粒特性をほぼ満たしているという報告8）（図3）があ

る．一方，慣性衝突式は携帯用および定置用があり，以

前は5 µm50％カットのものが市販されていたが，現在

は設計を変更して4 µm50％カットのもののみが市販さ

れている．分粒特性の確認試験結果 8）（図 3）では，

ISOの分粒特性をほぼ満たしている．

定義変更による影響

吸入性粉塵の定義を式1から式2に変更した場合，曝

露濃度にどのような影響がでるであろうか．まず，多段

平行板式であるが，上記のように，4 µm50％カットと

して市販されているものの実際の分粒特性が理論式に一

致するという報告と，ISOの式に一致するという報告が
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図 2. 吸入性粉塵の定義と粒径別に見た肺胞領域での粉塵沈着率（左図：口呼吸時，右図：鼻呼吸時）（文献5より）.
「Proposed」はISOの現定義，「ACGIH」はACGIHの旧定義．



ある．したがって，以前に5 µm50％カットとして市販

されていた多段平行板式分粒装置の分粒特性は，理論式

1に従うという考え方と，ISOの分粒特性の関数型はそ

のままで，50％カット値のみが異なる関数，すなわち

式4に従うという考え方がある．一方，慣性衝突式であ

るが，4 µm50％カットとして市販されているものの実

際の分粒特性が ISOの式に一致すると報告されている

ので，したがって，以前に5 µm50％カットとして市販

されていた慣性衝突式分粒装置の分粒特性は式4で表わ

されるものと推定される．そこで，式1から式2への変

更がどのような影響を与えるか，あるいは式4から式2

への変更がどのような影響を与えるかを検討する．
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図 3. 各種分粒装置の透過率特性試験結果（文献8より）.
破線はISOの定義．

図 4. 多段平行板式分粒装置の分粒特性（文献9より）．



まず，理論的検討を行う．一般の産業現場で発生する

固体粒子には，気体が空気中で凝縮あるいは化学変化し

たものと，研磨・切削・粉砕などの機械的な作用で生成

するものがあり，粒径範囲はそれぞれ0.1–1 µmおよび

1–150 µmである10）．前者のものは粒径範囲が小さいの

で，分粒特性の変更による影響はほとんどないと考えら

れる．したがって，後者のものへの影響を検討する．

式1から式2への変更の影響については，明星9）が既

に検討しており，粒径の幾何平均（粒径の中央値 D
50
）

が0.5–12 µm，幾何標準偏差（σ
g
）が1.0–3.0の場合につ

いて，5 µm50％カットおよび4 µm50％カットでの捕集

による粉塵濃度の比を数値積分により算出している．図

5を見ると，粉塵濃度の比は0.4–1.3であり，粒径が大き

く，σ
g
が小さい場合に影響が大きい．実際の産業現場

では，σ
g
が1に近い場合は少ないと考えられ，σ

g
が2以

上とすると，粉塵濃度の比は1.0–1.2程度と予測される．

したがって，4 µm50％カットおよび5 µm50％カットで

の捕集による粉塵濃度の比はその逆数の0.8–1.0程度で

あり，おおむね0.9と見積もることができる．

また，式4から式2への変更の影響については，D
50

が 1–10 µm，σ
g
が 2.0–5.0の場合について，4 µm50％

カットおよび5 µm50％カットでの捕集による粉塵濃度

の比を数値積分により算出した．結果を表1に示すが，

0.66–0.98の範囲であり，平均は0.86となった．

このような関係を実験あるいは現場で検討した研究が

ある．薮田ら11）は，安山岩，フライアッシュ，アリゾ

ナロードダストおよび鋳造作業場の試料（調砂，ショッ

トブラスト，キューポラ，ハウジング仕上げ，電気炉，

ボールミル）の粉塵（粒径の中央値 D
50
: 1.5–4.0 µm，

幾何標準偏差σ
g
: 1.66–2.41）をチャンバー内で発生させ，

多段平行板式分粒装置を用い，吸引流量を変更して

4 µm50％カットおよび5 µm50％カットで同時に捕集し

て比較しているが，回帰直線の傾きとして 0.86を示し

ている．日本作業環境測定協会精度管理センターの報告

書8）の参考資料には，チャンバー内で発生させた酸化マ

グネシウムおよびACダストの粉塵と，鋳造工場内の実

際の粉塵を，多段平行板式分粒装置を用い，4 µm50％

カットおよび5 µm50％カットで同時に捕集したものの

回帰直線を示しているが，傾きは 0.87となっている．

横山ら12）は，ACダストの粉塵（D
50
: 1.1–1.9 µm，σ

g
:

2.00–2.63）および酸化マグネシウムの粉塵（D
50
:

4.2–4.3 µm，σ
g
: 2.24–2.39）をチャンバー内で発生させ，

RESPICON（4 µm50％カット）および多段平行板式分

粒装置（5µm50％カット）を用いて同時に捕集し比較し

ている．その報告を基に，4µm50％カットと5µm50％

カットによる粉塵濃度の比を算出すると，ACダストで

は 0.85，酸化マグネシウムでは0.90となる．下田ら13）

は，鋳造作業場（調砂，注湯，型ばらし）において，粉

塵 （D
50
: 4.5–11.0 µm，σ

g
: 3.00–5.48）を RESPICON

（4 µm50％カット）および多段平行板式分粒装置

（4 µm50％カットおよび5 µm50％カット）を用いて捕

集し，同時にデジタル粉塵計でも計測して質量濃度換算

係数を算出し比較している．その報告を基に，多段平行

板式（4 µm50％カット）と多段平行板式（5 µm50％

カット）による粉塵濃度の比を算出すると平均で 0.83

となり，RESPICON（4 µm50％カット）と多段平行板

式（5 µm50％カット）による粉塵濃度の比を算出する

と平均で1.00となる．

以上をまとめると，吸入性粉塵の定義を式1から式2

に変更した場合，粉塵濃度は，理論的考察では0.9およ

び 0.86倍であり，実験および現場での検討では 0.86，

0.87，0.85，0.90，0.83および 1.00倍であり，12％前後
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図 5. 5 µm50％カット（式1）および4 µm50％カッ
ト（式2）での捕集による粉塵濃度の比
（文献9より，dp50：空気動力学的粒子径の中央
値，σ（－）：幾何標準偏差）．

表 1. 4 µm50％カット（式2）および5 µm50％カット
（式4）での捕集による粉塵濃度の比の推定値



減少すると考えられる．

許容濃度の変更の必要性

現行の第1種，第2種，第3種粉塵の許容濃度は1981

年に設定され，吸入性粉塵の場合，それぞれ0.5，1.0お

よび 2.0mg/m3となっている14）．その後，2002年に石

灰石が第2種から第 3種に変更されている15）．1981年

の提案理由では，量-反応関係から許容濃度を決めるほ

どには資料が集積されていないと述べ，①線維化の強弱

（循環障害も考慮する），②上部気道変化の強弱，③下部

気道（呼吸気管支梢以下肺胞壁まで）の変化の強弱を考

慮して，有害性の強いものを第1種粉塵に指定するとと

もに，剖検例，X線所見，実験による証明のあるものを

追加している14）．さらにより有害度の低いものを第2

種粉塵に指定し，剖検例，X線所見，実験による証明の

あるものを追加している14）．

許容濃度の数値は，遊離珪酸を含む粉塵については

量-反応関係に基づき，吸入性の場合，2.9 /（0.22 Q＋1）

mg/m3（Q: 遊離珪酸含有率）と決定し，その数値を参

考にして，その他の粉塵の許容濃度の数値を決定してい

るが，当時の提案理由14）にはどのように参考にしたか

は明確には記述されていない．「遊離珪酸含有率10％未

満の鉱物性粉塵は各種粉塵の第2種として取り扱うこと

とした」と述べているので，おそらく，第2種粉塵の許

容濃度を，遊離珪酸含有率10％の粉塵の場合にほぼ相

当する 1mg/m3（上式にQ＝ 10を代入）とし，第1種

をその0.5倍に，第3種をその2倍にするよう提案した

ものと推察される．ところが，現在は，遊離珪酸を含む

粉塵は結晶質シリカとして許容濃度が設定されているの

で，第1種，第2種および第3種粉塵の許容濃度の決定

根拠が明確でなくなっている．

上記の検討では，吸入性の定義を変更することにより，

粉塵濃度が平均で12％前後減少すると予想されるため，

現行の許容濃度の数値を0.88倍することもひとつの案

である．しかし，現行の許容濃度は量-反応関係から定

められた数値ではないため，このような軽微な変更をす

るだけの根拠が乏しいと言わざるを得ない．

ACGIHとの比較

本学会1）およびACGIH16）のいずれもが吸入性粉塵

の許容限界値を設定している物質を表2に示す．上記の

ように，本学会は5 µm50％カットの定義での許容濃度

であり，ACGIHは 4 µm50％カットの定義での TLV-

TWAである．第1種粉塵の場合は本学会の方が低い．

第2種粉塵の場合は，石炭はACGIHの方が低く，酸化

鉄，酸化亜鉛，ポルトランドセメントは本学会の方が低

い．第3種粉塵の場合は，ケイ酸カルシウムおよびポリ

塩化ビニルはACGIHの方が低く，その他は本学会の方

が低い．したがって，本学会の吸入性粉塵の定義を

4 µm50％カットに変更しても，現行の許容濃度が

ACGIHのTLV-TWAよりも著しく高いわけではない．

提案

本学会の吸入性粉塵における「吸入性」の定義を吸入

性結晶質シリカのものに合わせ，下記のように変更する．

なお，ISO2）は，1995年に，InhalableおよびThoracic

の定義も規格化しており，ACGIHも採用して一部の物

質では，Inhalable particulate massおよび Thoracic

particulate massとしての許容濃度の設定も行っている

が，本学会ではその検討は行っていない．
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表 2. 日本産業衛生学会とACGIHにおける吸入性粉塵の許容限界値の比較



第1種粉塵，第2種粉塵および第3種粉塵の許容濃度

の数値の変更は行わない．なお，第2種粉塵である「遊

離珪酸含有率10％未満の鉱物性粉塵」については，吸

入性結晶質シリカの許容濃度0.03mg/m3との整合性か

ら，「結晶質シリカ含有率3％未満の鉱物性粉塵」に変

更する．
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